
 

 

 

 

2006年、地域名と商品名からなる商標が商標登録を受けられるよう地域団体商標制度が

始まりました。また、2015年、産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護する制度「地

理的表示(GI)保護制度」がスタートしました。※Geographical Indication、通称GI 

本制度は、ブランド価値形成、産品の高付加価値性の説明に役立ち、日本産農林水産物・

食品の輸出促進に資する制度と考えられます。皆様のご来場をお待ちしております。 
  

■日  時 : 2017年7月5日（水）15:00～16:30（ 受付開始 14：45 ） 
 
■会  場 : 御前崎市立図書館アスパル ２階 視聴覚室（御前崎市池新田5560） 
 
■定  員：30名 （参加費：無料） 
 
■講  師：15:00～15:30 「地域団体商標を活用した海外展開の取り組みについて」 

ジェトロ 知的財産・イノベーション部 部長 鈴木 啓之 
 

15:30～16:15 「食品輸出に向けた地理的表示（GI)の活用-EUの取組事例を中心に-」 
ジェトロ 農林水産・食品部 農林水産・食品課 調査チーム 村上 雄哉 
 

16:15～16:30  質疑・応答 
 

■主 催：ジェトロ浜松 
■共 催：御前崎市、公益社団法人 静岡県国際経済振興会 
■後 援：しずおか農林水産物海外市場開拓研究会 
■問合せ：ジェトロ浜松 担当：鈴木、後藤  Tel:053－450－1021 E-Mail: hmm@jetro.go.jp 
■申込方法：締め切り7月3日（月）※定員に達した場合は〆切前に申込み受付を終了する場合がございます。 

①ジェトロ・ウェブサイトよりお申込みをお願いします。 

「イベント情報 ＞ セミナー･講演会」から本セミナー名を選択 

http://www.jetro.go.jp/events/seminar/ 

②ファクス、メールでお申込みをされる場合。 

以下の「申込書」に必要事項を記入のうえ、ジェトロ浜松（Fax：053-450-1031、または 

E-mail：hmm@jetro.go.jp）までお申し込み下さい。 

----------------------参加申込書---------------------- 

FAX：053-450-1031  またはhmm@jetro.go.jp  ジェトロ浜松（担当：鈴木、後藤） 

貴  社  名  

参 加 者 名 １  役  職 １  

参 加 者 名 ２  役  職 ２  

所 在 地 
〒 

 

連 絡 先 
TEL：                FAX: 

E-mail: 

輸出経験の有無 □有  □無 

      
※ご記入頂いたお客様の情報は適切に管理し、本セミナー運営のために利用致します。お客様の個人情報保護管理者：ジェトロ浜松所長 

[発行] 日本貿易振興機構(JETRO)浜松貿易情報センター [住所] 〒432-8036静岡県浜松市中区東伊場2-7-1浜松商工会議所会館5階 

[TEL] 053-450-1021  [FAX] 053-450-1031  [E-Mail] hmm@jetro.go.jp  
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